
京都市告示第   号 

 令和２年４月２８日京都市告示第９０号（区役所及び事業所の開庁時間）を次のように

改めます。 

令和２年６月１２日 

京都市長 門 川 大 作   

 

区役所及び事業所の開庁時間は，業務の特殊性により別に定めがあるものを除き，次の

とおりとする。 

開庁時間 

(1) 区役所 午前９時から午後４時３０分まで 

 (2) 事業所 午前８時３０分から午後５時まで 

   附 則 

この告示は，令和２年６月１９日から施行する。 

（文化市民局地域自治推進室） 
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